令和８年度和歌山県教育委員会教育職員免許法認定講習申込について

大阪府教育庁教職員室教職員企画課

(１) 大阪府教育委員会への提出期日

令和８年６月１２日（金）必着　　※消印無効 
(２) 申込みの方法
申込みいただく際は、紙・データの両方を上記期日までにご提出ください。
　１ 紙媒体の提出方法
1 窓口申込み
　　　大阪府教育庁（教職員企画課財務・免許グループ）の窓口に【必要書類】を直接お持ちください。（月曜日から金曜日の平日　午前９時３０分から正午、午後１時から午後５時まで）
2 郵送申込み
　　　封筒の表に「和歌山県認定講習申込」と朱書きし、提出期限必着で大阪府教育委員会事務局教職員企画課財務・免許グループあてに【必要書類】を送付してください。ただし、期限までに当課に届かなかった場合又は申込書類に押印が漏れている等の不備があるときは、申し込みできないことがあります。
　２ データ媒体の提出方法
　　【必要書類】の①を下記メールアドレス宛にご提出ください。
　　　メールアドレス：kyoshokuin-g15@sbox.pref.osaka.lg.jp 

　　【必要書類】
1  令和８年度和歌山県教育委員会教育職員免許法認定講習受講申込書（別記第１号様式）
② 返送用封筒（受講の可否通知用）※110円切手を貼りつけたもの
※長形３号の糊付封筒に110円切手を貼り、受講申込者のあて先を明記したもの。

③ 返送用封筒（単位修得証明書の送付用）

　　　　　※長形３号の糊付封筒に受講申込者の宛先を明記したもの。受講不可の場合は返送します。

　　　④ 110円切手（単位修得証明書の送付用）

　　　　　※③の封筒には貼り付けずにお送りください。受講不可の場合は返送します。
(３) 受講可否の決定
和歌山県教育委員会から受講可否の通知があり次第、返信用封筒にて通知します。

(４) 受講辞退及び欠席について

受講決定後の辞退は、受講不許可になった他の受講希望者の方に対し、不利益となるので、この点を十分理解された上で、受講申込をしてください。

また、受講申込後、やむを得ない事情により受講ができなくなった場合は、令和７年度和歌山県教育委員会教育職員免許法認定講習受講辞退届（別記第２号様式）を直接、和歌山県教育委員会に提出してください。

(５) 実施要項･開講科目の内容等については、和歌山県教育委員会に直接お問い合わせください。
なお、実施要項については、和歌山県内の学校勤務者向けに作成されているため、一部取扱いが異なることがあるので、留意してください。
受講内容等に関する問い合わせ先　〒６４０-８５８５
和歌山県和歌山市小松原通１丁目１

和歌山県教育庁教育総務局教職員課企画調整班
電　話　０７３-４４１-３７５２
提出に関する連絡先　　　　　　　〒５４０-８５７１
大阪府大阪市中央区大手前３丁目２－１２ 別館５階
大阪府教育庁教職員室教職員企画課財務・免許グループ
担　当　村上・藤家
電　話　０６-６９４４-６１８０（直通）
